
：市町村長 ：県知事（農林事務所長）※一部、例外あり

市町村森林整備
計画対象の民有
林である

森林の種類は？

普通林

森林経営計画を
策定している？

森林経営計画に
基づく伐採？

伐採若しくは造林が終わった日から３０日以
内に、森林経営計画に係る伐採等の届出書を
計画認定者に提出
（森林法第１５条）

森林経営計画の変更手続き
伐採を開始しようとする３０日前までに、
変更認定請求書を計画認定者に提出
（森林法第１２条）

開発面積は１ha（太
陽光発電設備を設置す
る場合は0.5ha）を超
えるか？

伐採の目的は？

林業活動

林地開発許可申請書を
県知事（各農林事務所
長）に提出（森林法第
１０条の２）
※ただし、萩市・阿武
町内は各市町長に申請

伐採を開始する日の９０～３０日前まで
の間に、伐採及び伐採後の造林の届出書
を市町長に提出（森林法第１０条の８）

森林法に係る立木の伐採手続きフロー

保安林

はい

はい

いいえ

はい

いいえ

はい

いいえ

伐採の種類は？

皆伐

択伐

間伐

伐採面積の限度公表の日から３０日以内に、保
安林内立木伐採許可申請書を県知事（各農林事
務所長）に提出（森林法第３４条）
※限度公表：２月、６月、９月、１２月各月の１日

伐採を開始する日の３０日前までに、保安林内
立木伐採許可申請書を市町長に提出
（森林法第３４条）

伐採を開始する日の９０～２０日前までの間に、
保安林内択伐届出書を市町長に提出
（森林法第３４条の２）

伐採を開始する日の９０～２０日前までの間に、
保安林内間伐届出書を市町長に提出
（森林法第３４条の３）

伐採の終わった日から３０日以
内に、保安林内立木伐採終了
届出書を県知事（各農林事務
所長）に提出
（森林法第３４条）

伐採の終わった日から３０日
以内に、保安林内立木伐採終
了届出書を市町長に提出
（森林法第３４条）

普通林
火災、風水害その他非常災害に際し緊急の用に供する必要が
ある場合、伐採の終わった日から３０日以内に緊急伐採の届
出書を市町長に提出（森林法第１０条の８）

保安林において
森林経営計画を
策定している

保安林
火災、風水害その他非常災害に際し緊急の用に供する必要が
ある場合、伐採の終わった日から３０日以内に緊急伐採の届
出書を県知事（各農林事務所長）に提出
（森林法第３４条）

緊急伐採

天然林

人工林

伐採及び造林が終わった日（伐採後に森林以
外へ転用する場合は、伐採が終わった日）か
ら３０日以内にそれぞれ状況報告書を市町長
に提出
（森林法第１０条の８）

届出先

開発行為


